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な
か
っ
た
。
で
不
起
訴
処
分
に
し
た
。
が
七
六
圧
十
月
、
「
容
疑
は
十
分
後
、
元
保
母
の
拘
置
延
長
を
神
保
母
に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
や
り
直
し
を
同
地
裁
に
命
じ

園
児
の
一
人
が
「
元
保
母
が
こ
の
間
、
山
田
元
保
母
は
捜
で
不
起
訴
は
不
当
」
と
議
決
し
戸
地
裁
に
請
求
し
た
が
却
下
さ
判
決
は
「
園
児
証
言
は
取
調
官
た
。
判
決
は
「
園
児
証
言
の
信

男
児
と
非
常
口
の
方
へ
歩
い
て
査
の
不
当
性
を
追
及
す
る
国
家
た
こ
と
で
状
況
は
一
変
す
る
。
れ
、
三
月
九
日
に
元
保
母
を
殺
の
誘
導
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
用
性
を
正
し
く
判
断
す
る
た
め

行
く
の
壼
見
、
匡
ど
証
言
し
た
賠
償
請
求
訴
訟
を
神
戸
地
裁
尼
神
戸
地
検
は
事
件
発
生
の
三
年
人
罪
で
、
そ
の
後
、
元
園
長
と
疑
い
が
強
く
、
元
保
母
の
自
白
に
は
取
り
調
べ
状
況
な
ど
の
事

こ
と
や
、
男
児
の
衣
服
と
元
保
崎
支
部
に
提
訴
。
審
理
で
荒
木
後
、
「
男
児
を
連
れ
出
す
元
保
母
元
指
導
員
を
偽
証
罪
で
そ
れ
ぞ
も
断
片
的
で
信
用
で
き
な
い
。
実
調
べ
を
尽
く
す
必
要
が
あ

母
の
コ
ー
ト
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
元
園
長
と
多
田
元
指
導
員
が
、
を
見
た
」
な
ど
と
す
る
園
児
四
れ
同
地
裁
に
起
訴
し
た
。
繊
維
も
事
件
当
夜
以
外
に
つ
い
り
、
自
白
に
つ
い
て
も
ア
リ
パ

蒸
蕊
霊
蕊
』
溌
淺
霊
霊
謂
宝
甥
農
蟆
蕊
。
｜
審
は
無
罪
簿
溌
蓬
毒
鰄
蕊
繧
醗
鯆

神
戸
地
険
尼
崎
支
部
は
同
月
ニ
イ
ー
を
証
言
し
た
。
を
殺
人
容
疑
で
再
逮
捕
し
た
。
神
戸
地
裁
は
初
公
判
か
ら
七
大
阪
高
裁
は
九
○
年
三
月
、
に
繊
維
の
相
互
付
菅
の
可
能
性
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日
本
弁
護
士
連
合
会
の
「
目
撃

証
言
研
究
会
」
で
去
年
四
月
、
奈

良
女
子
大
の
山
本
登
志
哉
助
手

（
一
一
ｓ
の
実
験
が
報
吉
さ
れ
た
。
実

験
は
こ
ん
、
な
内
容
だ
っ
た
。

奈
良
市
の
幼
稚
園
で
、
遊
び
に

一
来
て
い
た
三
歳
児
の
姿
が
消
え

た
。
ほ
か
の
十
人
の
子
ど
も
ら
が

ビ
デ
オ
を
見
て
い
る
問
の
出
・
釆
聿

だ
っ
た
。
そ
の
後
登
園
し
た
実
習

生
が
子
ど
も
ら
と
話
し
て
い
た
昼

前
、
三
歳
児
が
見
つ
か
っ
た
と
連

絡
が
入
っ
た
。

山
本
助
手
ら
が
事
実
関
係
を
調

べ
る
よ
う
研
究
室
の
学
生
ら
に
指

示
し
た
。
三
歳
児
壼
連
れ
出
し
た

の
は
元
園
長
だ
っ
た
が
、
「
実
習

生
が
連
れ
出
し
た
」
と
の
一
誤
っ
た

情
報
を
あ
ら
か
じ
め
与
え
て
お
い

た
。
学
生
ら
が
子
ど
も
た
ち
か
ら

聴
き
取
り
を
重
ね
た
結
果
は
「
子

ど
も
ら
は
朝
か
ら
実
習
生
と
折
り

祇
遊
び
を
し
た
後
で
ビ
デ
オ
を
見
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三
歳
児
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら

登
園
し
た
実
習
生
が
な
ぜ
、
朝
か

ら
来
て
い
た
こ
と
に
な
っ
た
の

か
。
山
本
助
手
は
、
実
習
生
が
事
件

前
日
ま
で
の
一
週
間
、
毎
朝
登
園

し
て
子
ど
も
ら
と
折
り
紙
遊
び
を

し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
「
日
常

生
活
の
一
場
面
と
し
て
定
言
し
て

い
た
記
憶
に
事
件
当
日
の
記
憶
が

紛
れ
こ
ん
だ
」
と
指
摘
す
る
。
実

習
生
と
三
歳
児
が
同
じ
時
間
帯
に

た
。
三
歳
児
は
途
中
、
一
人
で
部

屋
を
出
て
行
っ
た
」
と
い
う
内
容

に
変
化
し
て
い
た
。

■
■

甲
山
事
件
で
被
告
の
元
保
母

（
男
）
が
、
死
亡
し
た
男
児
を
連
れ

出
し
た
と
さ
れ
た
状
況
を
想
定
し

て
い
た
．
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繍保十尋おん聴ら庫らてとと細た務う｡来法園）の浄化槽から水死体で見っ
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立
証
を
許
さ
な
い
ま
ま
事
件
と
と
も
に
神
戸
地
裁
で
差
し
戻
し

の
関
連
性
を
否
定
し
た
の
は
誤
審
の
審
理
が
続
い
て
い
た
。

り
」
と
、
一
審
の
審
理
の
不
十
起
訴
か
ら
二
十
年
を
経
た
甲

分
さ
を
そ
の
理
由
と
し
た
。
山
事
件
は
、
公
安
事
件
や
審
理

最
高
裁
も
二
審
判
決
を
支
持
が
中
断
し
た
ケ
ー
ス
を
除
く

し
て
元
保
母
の
上
告
を
棄
却
。
と
、
強
盗
殺
人
事
件
の
「
八
海

元
園
長
、
元
指
導
員
の
偽
証
事
事
件
」
の
十
七
年
八
カ
月
を
抜

件
の
裁
判
も
一
審
無
罪
、
二
審
い
て
、
刑
事
裁
判
と
し
て
は
最

で
無
罪
破
棄
・
差
し
戻
し
と
元
長
の
部
類
に
入
る
。


